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「緊急事態宣言」の解除及び「まん延防止等重点措置」の特定地域指定に伴

うジュニア育成活動について（通知） 
 
平素は、スポーツの振興に格別のご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 
新型コロナウィルス感染症の拡大防止に向けた国、愛知県の「緊急事態宣言」が解除され、

「まん延防止等重点措置」の特定地域に変更されることを受け、市内屋内外スポーツ施設及

び文化施設・学校体育施設開放事業が６月２１日（月）より制限付きで一般利用が再開される
ことと、土・日曜日の学校部活動が６月２６日（土）より再開することが決定されました。 
このことを受け、当協会といたしまして活動を中止しておりました、ジュニア育成活動を、６月２

１日（月）より活動時間を午後８時までとする規制付きではありますが、順次再開することとさせ
ていただきます。 

（ジュニア育成の活動指定日が、６月が第１･２土曜、７月が第３・４土曜と変則日程であるため、  

第２・４土曜日を活動日とする競技については、７月１７日(土)から活動再開となります）  

活動の再開につきましては、下記の点にご留意いただくなど、引き続き感染予防にご尽力い
ただきますようお願い申し上げます。 
今後も、社会情勢の変化や使用施設の開放状況等により、今回お伝えした内容が変更にな

る場合がありますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。 
 

記 

①利用施設の利用制限がある場合は、その内容を順守してください。 

②参加者へは手洗いやアルコール消毒液を用意し、活動前に検温を行い、風邪のような症

状のある方は参加を見合わせることとし、３つの密（密閉空間、密集、近距離での会話）を

徹底的に回避していただくとともに、運動時も可能な限りマスクの着用をお願いします。 

③これまでのスポーツ活動の制限により、参加者の運動不足も考えられますので、活動再開

後は運動レベルや人数の設定などご注意いただき、運動レベルを徐々に上げていただきま

すようお願いします。 

また、運営スタッフ・参加者への健康観察を十分に行っていただき、事故の防止にも努め

てください。 

なお、暑い季節が到来しておりますので、活動に当たっては水分補給など熱中症対策も

十分に図ってください。 
《参加料の返金について》 
基本的には、参加者に対して活動中止期間分の受講料の返金をしていただくようご協力をお願
いいたします。 
なお、ＶｉＶａ !スポーツクラスは、後期受講料から今回の返金額を差し引いた額を徴収することと
します。 

 

【参考事項：小牧市のスポーツ施設の利用状況】  

○屋内外スポーツ･文化施設 

○学校体育施設開放事業 
⇒ 

６月２１日（月）より一部制限付きで利用再開 

（利用時間を午後８時まで） 

○土･日曜日の学校部活動 ⇒ ６月２６日（土）より活動再開 

○施 設 予 約 抽 選 会 
⇒ ８月分の抽選会（６/１ ９：００開催予定）は、７月１日（木）  ９：００から実施。 

９月分の抽選会（７/１ ９：００開催予定）は、７月１日（木）１３ :００から実施。 

※毎月１日の午後１時より実施している一般予約受付は、７月２日(金)１３:００から実施。  


